
 

1 

 

諮問日：令和３年１月２１日（令和２年度（最情）諮問第３３号）   

答申日：令和３年５月２０日（令和３年度（最情）答申第２号） 

件 名：最高裁判所等で開催された生活保護基準引き下げの事案を含む研究会等に

関するレジュメ等の一部開示の判断に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

「最高裁判所，司法研修所等その他において開催された，生活保護基準引き

下げの事案を含む研究会，研修，意見交換等に関する開催通知，レジュメ，論

点整理表，参加者名簿，議事録，講演録，資料その他関連する一切の文書」の

開示の申出に対し，最高裁判所事務総長が，別紙記載の各文書を対象文書とし

て特定し，その一部を不開示とした判断（以下「原判断」という。）について，

別紙記載６及び７の各文書（以下，別紙記載６の文書を「本件講演録」と，同

７の文書を「本件レジュメ」といい，これらを併せて「本件対象文書」とい

う。）のうち苦情申出人が開示すべきとする部分を不開示とした判断は，妥当

である。 

第２ 事案の概要 

   本件は，苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第２に定める開示の申出に対し，

最高裁判所事務総長が令和２年１１月２日付けで原判断を行ったところ，取扱

要綱記第１１の１に定める苦情が申し出られ，取扱要綱記第１１の４に定める

諮問がされたものである。  

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

 １ 不平等，不公平である点 

取扱要綱によれば，司法行政文書の開示の申出があった場合は，「何人」に

対しても，原則として開示するものとするとあります。 

   ところが，御庁は，私の開示申出に対し，本件講演録及び本件レジュメにつ



 

2 

 

いて，講演名，講師名，講演内容及びレジュメ内容（以下，これらを併せて

「本件不開示部分」という。）をマスキングして開示しませんでした。 

   他方で，御庁は，別の申出人に対する司法行政文書の開示において，本件講

演録と考えられる講演名とその要旨を開示しています。 

   私に対しては，本件講演録の講演名や講演内容等を開示せず，別の申出人に

対しては講演名や講演内容の要旨を開示するのは，不平等であり，不公平です。 

 ２ 「公にすることにより研修事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情

報」ではない点 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）５条６

号における「公にすることにより…当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの」のうち，「適正」という要件を判断するに際しては，

開示のもたらす支障のみならず，開示のもたらす利益も比較衡量しなければな

らないし，「支障」の程度については，名目的なものでは足りず，実質的なも

のであることが必要であり，「おそれ」も抽象的な可能性では足りず，法的保

護に値する程度の蓋然性が要求されるとされています。また，御庁の「司法行

政文書開示手続の手引」においても，上述と同趣旨の記載があります。 

   そして，別の申出人に対しては，講演名や講演内容の要旨については開示し

ています。 

   そうすると，別の申出人に対しては，本件講演録の講演名や講演内容を開示

しているのですから，それらは，公にすることにより研修事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある情報ではないと思います。そこで，私に対し，本件

講演録の講演名をマスキングし，その講演内容及び本件レジュメの全てをマス

キングするのはおかしいと思います。 

 ３ 以上より，本件講演録及び本件レジュメの開示に対して苦情を申し出ます。

本件講演録及び本件レジュメについて，本件不開示部分を開示してください。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 
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 １ 本件不開示部分を不開示とした理由 

  (1) 法５条１号所定の不開示情報が記載されていること 

    最高裁判所は，原判断に先立ち，本講演を行った講師（以下「本件講師」

という。）に対し，本件対象文書について，司法行政文書の開示に関する意

見の照会を行った。 

    本件講師からは，本件対象文書には本件講師が既に別の論文において公表

した議論を含む情報が記載された部分があり，これらを照合することによっ

て本件講師を推測することができるから，当該部分は，法５条１号の不開示

情報に該当し，また，その他の部分についても，本件対象文書が公開される

ことにより，本件対象文書に記載された本件講師の見解等について，将来，

本件講師が自らの希望する時期及び方法により発表する利益を害されること

となるため，同号の不開示情報に該当するとして，本件不開示部分，肩書，

氏名，研究会の実施期間及び実施日の記載を不開示とすべきである旨の意見

が述べられた。 

    最高裁判所は，上記意見を踏まえ，本件不開示部分には，同号所定の不開

示情報が記載されていると判断したものである。 

  (2) 法５条６号所定の不開示情報が記載されていること 

    司法研修所で実施する裁判官研修においては，多くの外部講師を招へいし

て講演等を行っているところ，いずれの講師も各分野の第一線で活躍する研

究者，実務家等であり，その講演等は裁判官研修の中核を成すものであって，

充実した研修を実現するためには，講師との信頼関係が極めて重要である。

裁判官研修で使用するレジュメ等の資料や，同研修における講演録は，講師

が裁判官研修のために作成し，又は講演された内容を取りまとめたものであ

り，講師の了承を得てその範囲で利用しているものであって，講師の了承を

得ない利用方法は，講師との信頼関係を損ね，今後，講師の招へいに応じて

もらえなくなるなど，研修事務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれが
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あるといえる。 

    上記(1)のとおり，本件講師は，本件不開示部分について，その全部を不

開示とすべきである旨の意見を述べているところ，それに反して同部分を公

にすることは，同講師との信頼関係を著しく損ね，研修事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがある。よって，本件不開示部分には，法５条６号所定

の不開示情報が記載されていると判断したものである。 

 ２ 不平等・不公平な対応ではないこと 

   苦情申出人が指摘する別件の開示申出は，司法研修所において作成した「講

演録・結果概要等の掲載順一覧」（以下「別件一覧文書」という。）を開示の

対象とするものであるところ，当該文書の性質及び内容に照らすと，講演の標

題と要旨に係る部分を開示しても直ちに特定の講師が識別されるものではなく，

また，特定の講師の権利利益を害するおそれもないと考えられたことから，原

則として講師名を除く部分を部分開示したものである。 

   他方，本件開示申出においては，本件講師が作成した本件レジュメ及びその

講演内容を取りまとめた本件講演録が開示の対象となっているところ，本件講

師から上記１(1)の意見が述べられたことから，同意見の内容を踏まえ，また，

本件講師との信頼関係を考慮して，本件不開示部分が不開示情報に当たると判

断したものである。 

   このように，別件の開示申出と本件の開示申出とでは対象となる文書が異な

っており，これらの対象文書の性質の違いや，本件開示手続において明らかと

なった本件講師の意見に鑑みれば，両者の判断に仮に相違が生じたとしてもや

むを得ないものであって，本件開示申出について不平等・不公平な対応をした

ものではない。 

第５ 調査審議の経過 

   当委員会は，本件諮問について，以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 令和３年１月２１日   諮問の受理 
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  ② 同日          最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 同年３月１９日     本件対象文書の見分及び審議 

  ④ 同年５月１４日     審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 本件対象文書は，司法研修所において実施された平成２６年度行政基礎研究

会Ⅰ及び同年度行政実務研究会における講演の講演録及びレジュメであり，見

分の結果によれば，本件講演録については同講演の名称，本件講師の氏名，同

講演の内容（本件講演録の本文）等が，本件レジュメについてはページ数の記

載を除き，標題，作成者である本件講師の氏名，その他本件レジュメの記載内

容全てが原判断において不開示とされたことが認められる。 

  本件不開示部分には，本件講師による講演の内容及び本件講師が作成したレ

ジュメの内容等がその氏名とともに記載されているから，これらの情報は法５

条１号に規定する個人識別情報に相当し，同号ただし書イからハまでに掲げる

情報に相当するような事情は認められない。そして，本件不開示部分に記載さ

れた内容及び本件講師に対する意見照会の回答結果を踏まえれば，本件不開示

部分については，氏名等の個人識別部分を除いたとしても，なお公にすること

により本件講師の権利利益を害するおそれがあると認められ，取扱要綱記第３

の２の定めに基づく部分開示をすることも相当でない。 

  また，最高裁判所事務総長の上記説明によれば，司法研修所で実施する裁判

官研修において充実した研修を実現するためには，同研修における講演等を依

頼している外部講師との信頼関係が極めて重要であり，同研修で使用するレジ

ュメ等の資料や，同研修における講演録については，講師の了承を得て研修に

必要な範囲で利用しているものであって，講師の了承を得ない利用方法は，講

師との信頼関係を損ね，今後，講師の招へいに応じてもらえなくなるなど，研

修事務の適正な遂行に重大な支障を及ぼすおそれがあるとのことである。この

ような説明は十分肯認することができるものであり，これに加えて，本件講師
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に対する意見照会の回答結果も踏まえて検討すれば，本件不開示部分が公にさ

れた場合には，本件講師との信頼関係を著しく損ね，研修事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとする最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とは

いえない。 

したがって，本件不開示部分は，法５条１号及び６号に規定する不開示情報

に相当すると認められる。 

２ 苦情申出人は，別の申出人がした別件の開示の申出に対し，最高裁判所が本

件講演録と考えられる講演名や講演内容の要旨を開示していることを指摘し，

不平等であり，不公平である旨主張する。 

  しかしながら，本件苦情申出書の添付資料によれば，別件の開示の申出にお

いて最高裁判所が開示したという文書は，最高裁判所事務総長が説明するとお

り，別件一覧文書であり，本件対象文書とは異なるものであることが認められ

る。また，別件一覧文書を本件対象文書と照らし合わせてみると，別件一覧文

書中の標題欄の記載は，本件講演録中の講演名の記載と完全には一致しないこ

とが認められ，かつ，別件一覧文書の性質及び内容に照らすと，講演の標題と

要旨に係る部分を開示しても直ちに特定の講師が識別されるものではなく，ま

た，特定の講師の権利利益を害するおそれもないと考えられる。このように，

文書の性格及び記載内容において両者に相違があることを踏まえて検討すれば，

苦情申出人の上記主張は，上記１の判断を左右するものとはいえない。 

３ 以上のとおり，原判断において，本件対象文書のうち苦情申出人が開示すべ

きとする部分を不開示としたことについては，本件不開示部分が法５条１号及

び６号に規定する不開示情報に相当すると認められるから，妥当であると判断

した。 

          情報公開・個人情報保護審査委員会 

 

              委 員 長    髙  橋     滋 
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              委   員    門  口  正  人 

 

              委   員    長  戸  雅  子  
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別紙 

１ 平成２６年５月９日付け司研企一第２４１号司法研修所長通知「平成２６年

度行政基礎研究会Ⅰの実施について」（添付文書を含む） 

２ 平成２６年６月１１日付け司研企一第３５０号司法研修所長通知「平成２６

年度行政基礎研究会Ⅰの参加者について」 

３ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅰ参加者名簿 

４ 平成２６年７月４日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２６年度行政基

礎研究会Ⅰについて」（添付文書含む） 

５ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅰ・平成２６年度行政実務研究会日程表 

６ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅰ 平成２６年度行政実務研究会 講演の講演

録 

７ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅰ 平成２６年度行政実務研究会 講演のレジ

ュメ 

 ８ 平成２６年５月９日付け司研企一第２４２号司法研修所長通知「平成２６年

度行政実務研究会の実施について」（添付文書を含む） 

 ９ 平成２６年６月１１日付け司研企一第３５２号司法研修所長通知「平成２６

年度行政実務研究会の参加者について」 

１０ 平成２６年度行政実務研究会参加者名簿（変更前） 

１１ 平成２６年７月４日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２６年度行政実

務研究会について」（添付文書を含む） 

１２ 平成２６年９月１９日付け福岡高裁人第１７１０号福岡高等裁判所長官上申

「平成２６年度行政実務研究会の参加者の取消しについて」 

１３ 平成２６年９月２４日付け司研企一第５７０号「平成２６年度行政実務研究

会の参加者の取消しについて（９月１９日付け人第１７１０号に対する通知）」 

１４ 平成２６年度行政実務研究会参加者名簿（変更後） 

１５ 平成２６年度行政実務研究会 共同研究「行政事件の審理・運営をめぐる諸
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問題」結果概要 

１６ 平成２６年９月１日付け司研企一第５０４号司法研修所長通知「平成２６年

度行政基礎研究会Ⅱの実施について」（添付文書を含む） 

１７ 平成２６年１０月７日付け司研企一第６０４号司法研修所長通知「平成２６

年度行政基礎研究会Ⅱの参加者について」 

１８ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅱ参加者名簿 

１９ 平成２６年１０月２２日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２６年度行

政基礎研究会Ⅱについて」（添付文書を含む） 

２０ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅱ日程表 

２１ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅱ 共同研究「行政事件の事件動向と審理運営

上の問題点」結果概要 

２２ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅱ 共同研究「行政事件の事件動向と審理運営

上の問題点」資料① 

２３ 平成２６年度行政基礎研究会Ⅱ 共同研究「行政事件の事件動向と審理運営

上の問題点」資料② 

２４ 平成２７年４月２４日付け司研企一第２４７号司法研修所長通知「平成２７

年度行政実務研究会の実施について」（添付文書を含む） 

２５ 平成２７年６月２日付け司研企一第３４５号司法研修所長通知「平成２７年

度行政実務研究会の参加者について」 

２６ 平成２７年度行政実務研究会参加者名簿（変更前） 

２７ 平成２７年６月１０日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２７年度行政

実務研究会について」（添付文書を含む） 

２８ 平成２７年９月１８日付け司研企一第５６０号「平成２７年度行政実務研究

会の参加者の取消しについて」 

２９ 平成２７年度行政実務研究会参加者名簿（変更後） 

３０ 平成２７年度行政基礎研究会Ａ・平成２７年度行政実務研究会日程表 



 

10 

 

３１ 平成２７年度行政実務研究会 共同研究「行政事件の審理・運営をめぐる諸

問題」結果概要 

３２ 平成２７年９月１日付け司研企一第５２０号司法研修所長通知「平成２７年

度行政基礎研究会Ｂの実施について」（添付文書を含む） 

３３ 平成２７年１０月２日付け司研企一第５９４号司法研修所長通知「平成２７

年度行政基礎研究会Ｂの参加者について」 

３４ 平成２７年度行政基礎研究会Ｂ参加者名簿 

３５ 平成２７年１１月２７日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２７年度行

政基礎研究会Ｂについて」 

３６ 平成２７年度行政基礎研究会Ｂ日程表 

３７ 平成２７年度行政基礎研究会Ｂ 共同研究「行政事件の審理運営上の諸問題

－争点整理を中心として－」結果概要 

３８ 平成２７年度行政基礎研究会Ｂ 共同研究「行政事件の審理運営上の諸問題

－争点整理を中心として－」資料 行政事件の審理運営上の工夫例（争点整理

を中心に） 

３９ 平成２８年５月１３日付け司研企一第４８２号司法研修所長通知「平成２８

年行政基礎研究会Ａの実施について」（添付文書を含む） 

４０ 平成２８年度行政基礎研究会Ａの実施要領（添付文書を含む） 

４１ 平成２８年６月２０日付け司研企一第５８０号司法研修所長通知「平成２８

年度行政基礎研究会Ａの参加者について」 

４２ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ参加者名簿（変更前） 

４３ 平成２８年７月１３日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２８年度行政

基礎研究会Ａについて」 

４４ 平成２８年９月２７日付け札高裁人第１２３３号札幌高等裁判所長官上申

「平成２８年度行政基礎研究会Ａの参加者の取消しについて」（添付文書を含

む） 
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４５ 平成２８年９月２９日付け司研企一第９８２号司法研修所長通知「平成２８

年度行政基礎研究会Ａの参加者の取消しについて（９月２７日付け人第１２３

３号に対する通知）」 

４６ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ参加者名簿（変更後） 

４７ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ・平成２８年度行政実務研究会日程表 

４８ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ，行政実務研究会 講演「社会保障制度の仕

組みと諸問題」講演録 

４９ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ，行政実務研究会 講演「社会保障制度の仕

組みと諸問題」資料 

５０ 平成２８年５月１３日付け司研企一第４８５号司法研修所長通知「平成２８

年度行政実務研究会の実施について」（添付文書を含む） 

５１ 平成２８年度行政実務研究会の実施要領（添付文書を含む） 

５２ 平成２８年６月２０日付け司研企一第５８２号司法研修所長通知「平成２８

年度行政実務研究会の参加者について」 

５３ 平成２８年度行政実務研究会参加者名簿（変更前） 

５４ 平成２８年７月１３日付け司法研修所事務局長事務連絡「平成２８年度行政

実務研究会について」 

５５ 平成２８年９月８日付け東京高裁人第３０３０号東京高等裁判所長官上申

「平成２８年度行政実務研究会の参加者の変更について」（添付文書を含む） 

５６ 平成２８年９月２３日付け司研企一第９３９号司法研修所長通知「平成２８

年度行政実務研究会の参加者の変更について（９月８日付け人第３０３０号に

対する通知）」 

５７ 平成２８年度行政実務研究会参加者名簿（変更後） 

５８ 平成２８年度行政基礎研究会Ａ・平成２８年度行政実務研究会日程表 

 


